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　長野県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則をここに公布し

ます。

　　令和８年５月21日

	 長野県公安委員会委員長　山　本　京　子

長野県公安委員会規則第４号

　　　長野県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する規則
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警　務　課

　長野県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布します。

　　令和８年５月21日

	 長野県公安委員会委員長　山　本　京　子　

長野県公安委員会規則第５号

　　　長野県警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

　長野県警察の組織に関する規則（昭和38年長野県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

　第10条第３項中第12号を第13号とし、第３号から第11号までを１号ずつ繰り下げ、第２号の次に次の１号を加える。

　⑶�　盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律（令和７年法律第75号）の規定に基づく特定金属くず買受業の届出の受理等

に関すること。

　第11条第16号中「（令和７年法律第75号）」を削る。

　　　附　則

　この規則は、令和８年６月１日から施行する。

生活安全企画課

　長野県公安委員会等に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則（令和元年長野県公安委員会規則第７号）の一部

を次のように改正する。

　第１条中「国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則（平成15年国家公安委

員会規則第６号）及び」及び「法令又は」を削る。

　第２条第１号中「（以下「公安委員会」という。）」を削り、同条第３号中「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律（平

成14年法律第151号。以下「法」という。）第３条第２号に規定する行政機関等」を「公安委員会等」に改める。

　第３条を削る。

　第４条第１項中「法第６条第１項又は」を削り、同条第３項中「法第６条第４項又は」を削り、同条第４項中「されている若しくは

記載すべき事項又は電磁的記録に記録されている若しくは記録」を削り、「入力」を「入力し、又は当該書面等を提出」に改め、同条

第５項を次のように改める。

５�　書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が、第１項の申請等を行うときは、公安委員会等の定めるところにより、当該

書面等以外の有体物を提出しなければならない。

　第４条中第６項から第８項までを削り、第９項を第６項とし、同条を第３条とする。

　第５条第１項中「法第７条第１項又は」を削り、同条第３項を削り、同条第４項中「法第７条第４項又は」を削り、「第２項」を「前

項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項を削り、同条を第４条とする。

　第６条中「法第８条第１項又は」を削り、同条を第５条とする。

　第７条第１項中「法第９条第１項又は」を削り、同条第２項中「法第９条第３項又は」を削り、同条を第６条とし、同条の次に次の

１条を加える。

　（添付書面等の省略）

第�７条　条例第７条に規定する書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令（平成15年政令第27号）

第５条の表の上欄に掲げる書面等及び当該書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる措置のほか、公安委員会等が別に定める書面等

及び措置とする。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。


